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弓観 磯

1.は じめに

政府は､平成 呈3年 豆腐を還施行 された高度情報通信ネ ッ ト誓-汐社会潜成基

木法 (t'r基本法)にJU_It'さ､高Jii.lTEi:7輔iif:!1;.i-ネ ソ トリー=･ク宇土二会推進軸略本部 ('l/!､

戦略本部) を設慧 し､Jl')､【=tl-家概略遠.･紺こ:j!:T/'Cit.杏.,rr;).木部では､21〕C土牛;=世

非最先端Jt)1T同家 L･なるこL･をI目指した rl-I-.J,T{Irl.T..il!巨略 ｣ を葦.'J整'し､引き続き

:H 日.,Il.irL , I.1叩tl.r了'･耳点計fFgjJ を､･'.1',Ift=16.月には rF弓 apan華点計画12002Jを

策定 してきたCその撞､20O3年 7Jl与∴EL.I.､L'J'),i.細密t茄か :I-:,け手.1.1用 ･活用を茄

祝 した ･re-Japan戦略 11｣が､20Ofi隼に.i.L iTLIJ帆造L'i堆JJL,･')追求 ･世界-の

発信 に向けて HT新改革戦略｣ が策定 された｡ 極目

これ らの--連の戦略に基づ き､官民一体 となった取 り組みにより､銅06年 3

.13末にij:､インターネ ッ トの利用者は､85297;:-.しミ/迂 L､情柑ilT).T言技術の浸透

度の総合順位は抑i副 こ次ぎ 2位であったが､プロ- ド′工,卜･.(ン,]7- -- ネ ヅ 卜

の料金では､ 日本が健弟で最 も安いと位置づけられ るまでに薫った母 (*2)

2約6年 1月に公表 された HT薪改革戦略j では､- いつでも､ どこでも､

誰で も ITの思慮を実感できる社会の実11.J.･･-を目指 し､i.-VU)ひ:i:/)として

<帖報格差 (デジタル ･:デ でバ [ド)a)ない社会 >が とり上げられ ているo tI*3)

デ ジタル ･デ ィバイ ドの事消には､お年寄 りや障害のある方､外川人を含む誰

もが身体的に制約､知識､言語 の壁 を越えて便利に生活できる還㌫㌔湾-サルデ

ザイ ンと､金岡 どこにイ主んでいて もゾて_∫- ドバン ドが利用できるとい うふた∴)

が含 まれ る¢ここで絃後者の地理的轟件不利地域 におけるプロ- ドバ ン ドの導

入について､近年､技璽革新の激 しいワイヤ レスプロ一一ドバ ン ドをi･T心 とする

無線によるデジタル ･ディバイ ド対策の促進について検討 を行な うO

なお以下の内容は､報告者 の検討結果を述べ恵 ものであ 撃､報告者の所属す

る企業､関係する団体の方針 を述べたものではあ りません¢

｢本論文蔓ま著者の知 る限 り他者の著作権等に抵触 しない愈j

2.無線によるデ ジタル ･デ ィバイ ド対策の現状

2. 1 ワイヤ レスプ117--ドバン ドの動向

ワイヤ レスプロ一一ドバン ドとは､2.4GHz群､5GH描 ‡を用いた無線 LANや ISGEI7.

帯や 26GH7.帯を用いた ITV.A.(FixedTpil/elleSS.Access)など､数 11bpsか ら 1()州仙()Lq

程度の伝送容髄を持つ無線システムのことをい う｡昨今､局内で阿辞 しノて使 う

形態 ばか りではな く､屋内外で移 しながら､あるいは碍助 した先でインター--ネ

ッ トを利用す る需要が増 している.J -JJで､ソイヤ レスブロー ドバン ド0.)技翫

革新が急速に進み､大客数化､′ト野 性､肌､肝折化が挟】られたT~とか ら､オフィ

ス ･家庭や駅 ･示テ/･ン等での利用が魚油に進み ､如舶品 を作 りlllLつつある｡

これ らの動きに呼応する形で､電波U).IA.LjU)有効利用 狛到り将来の方針 を定

めた馬渡政策 ビジョン､周波数再編jJ一針が 200:川 :17).I､LOJlに小 さ九､2005

年 12月には､ユーザの視点を取 り入れ､lil.淋瓜/A;責矩)ソイヤ レスブロー ドバ

ン ド環範 の実現 をめ ざす rjイ ヤ レスブ r7---ドバ ン ド推進研 究会最終報 告苔

(*4)が公表 された.
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制度的環境の溌櫨も進み､地理的条件不利地域におけるブロー ドバン ドql提

供 手段 としても導入が始まってお り､ノ帥IJT'J)51-I.缶事例の共有と今後(I)i.･Y,I.人促進

についてのシンポジウムが開催;.され/rrr*5)

2. 2 先行導入事例

導入事例の-･例 を示す..-liJtJ.l那巾,Lt;-1lJ町では､ITE成 13年度iT :'情報化逓本計

画 j !'{策定 し､牒極的に地域特報什u)触組みS･･進めてきたが､民間企栗による

ブ=--ドバン ドサー ビス (̂l)S7.,I汀TH等)Lil)韓供が厨難な地域でi･)るため､金

印二恥がソロー ドバン ドを利用できないという課題を抱えていたJそこで､町が

(-iLT-電/tiigl信 'li:業者 とな り､地域へのブしト ドバン ドサービス葦供に道を開 く

こととな-'/:･ o

機 ヨス 紅かつ畢期に整備することを最優鬼 とし､溶射振興事務所 亡旧濃紺町

役境)と外公共施設を結ぶ地域公jl.=ネ ッ トワークを光-}アイバで軽備 し､地域

公共ネ ッ トリ､-クJ:住民を結ぶ1.､:3t=ゆるラス トワンマイル回線には Hm (加入

者系樹走無線 アクセス)畠 渓用 している:j あわせて公衆無線 L̂Nサ､･一･ビスを活

用 して rいっで も｣､｢どこで も!､｢た､~九でも_Iネ ッ トワーク-つなげるユ ビキ

タスな環境 も併せて懲備 した｡2ljO5年 3月現在､i,740世帯V_)ラ-I:,､約 383世

帯が加入｡利用料与j:標堆､月敢 3,.'1liOt二fであ り､通信速度は良太 54MbpsとL

ているp｣ (*6より蟹紀掃介)

このようほ.､.(11治体の地域の情報化計的=∴ギって､公的資金で亜備 された光

ファイバによる公共ネ ッ トワ--1クをバックボー-･-ンとして､その先のラス トソン

マイルに無線システム (無線 L.JIN.･′叩:･tl)むJlIL･､i)･書･,別が多いC無線 L̂.～:として､

最近 で比､メッシュ型無線 L.ANや 5GT批 U)榊政による寓Ilj]Jl無線 L̂Nを用いて

整備を行 う･ケ､･スが出てきているC また､ネッ トリ- クの運営方法 としては､

恵都市のよ うをこ､ 自治捧 自らが電気適播設備 を保有 し民間事業者に貸与す る

宅卸顧窺通信役務き形態やボランティアを階用 して行政の支援な しで 粥PO法人

がサー=ビス提供す る形態など､多様な事軒が!11-.まれてきている.,

3.ワイヤ レスブ ロー ドバ ン ド利用の課題

3. 1 先行 事例か ら学ぶべきこと

地域情報化U)方針､公共ネ ットワークの有無､公的資金の活用状況などの地

域事精や導入時期によって､その利川再容､サーービス料金は異な り､蝉純な比

政はできない｡また､ネ ッ トワ-Jj粁Id'i'に多額の費用がかかっている-･方で､

必ず しもプロ･-ドバン ドの世帯加入率恥 .:Iiくないケースがある ､̀ -一般に公表 さ

れている情報か らだけでは､ブ1-- -ドバン ドfjkl境を導入するため､整備 と維持

管岬にどれだけの公的資金がかかるのか､またサー ビス品質は当初想定 したも

のが父親 されているのか､1弓)に満虻できる状態なのか iE確にはわか らないo

無線 LA_N'や FŴ は､一般に､電波の飛ぶ距離 (サーービスTIJ,rアの大きさ)と

スループッ ト (借域)は トレー ドオフの関係にあ り､サ､-ビスユ リアが大きく

なれば故地局の数を減 らす ことができコス トダウンをもた らすが､ 一方におい
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て 1加入あた りのスルーープッ トはシ:ⅠこLrrされ低下するとい う関係にある､加人

世僻が増*､長時間にわLir_-.-て映健情報を送受信する轟度が:;Sくなれば､急速

にスルーープ ッ トは低 TIL､.I_ilを解消するために新たに井他局U,t･k･'賢倍や中,継.･珂

線aj敷設によってコス ト.(:Ih増えていく傾向にあるO

つま り､朱子f'･ll;例から学ぶべきことは､導入時点における幣備仲川やサ一･一ビ

ス晶質に加 え､むしろそれが塵碗的に維持､改葬されているかどうかの寮態を

正 しく把肘寸ることである｡ 衷面的な比較ではなくて､ライー-/ljイJJル全般を

見据えて､自治体､利用者の立場に立って党行する導入事例を徹底的に検証す

ることが求めF.jれる｡ また､先行都側 として多様な形態が存在 しているとい う

ことは､地域事情や導入時期によって､最適な尊Å形癒､無線 システムは異な

ることを意LI.r=す るとも考えられるo従つ ぐ､他の事樹 f:採用 しよ うとする場合

には情報化盲書画のグラン ドデザイ ンや該､1月虻線 システムを滞択 した理由など

を慎重蔓こ調査 ･検討する必要がある｡

3.2 制度面の課麿

無線 システムに関する制度に･･.7いて､3...荒､粒案 したい｡窮 Iil､サー ビス

エ -リアを拡衆 しコス トを下げる手段 として無線 L鬼hTの出力魔力を増加すること

であるo 最終的には､出力電力は既存のままであるが､薬効約をこ出力電力の増

加､受暗感度の面上をもた らや高利得アンテナ利用を許可 して頂きたい¢

第 2は､現在関束､東海､近港地区で開放 されている 5GElZ.借(7)請.Ejjjl拒絶 LAN

の利用地域を早急に全国に拡大 して頂きたいB第 3は､デジタル ･ディパイ ド

の解消策 としてメッシ孟塾無線 LA紺に関心が集まっているが､現行の電波法で

では､無線濁種別の区分か ら 5GH盗帯での制旅に紋制約があるのでこの制約を

2.4GfJ/.借 :i.･同等 とし､5GHz.帯でもメッシ:I.型の商社1.･.]]無線 L州 をより利用 し

やすいよう紡改正をお願い したいB

3.3 米国 との速い

米持の 内治体では無線 上.Iulh 特にメ ッシニ'JPlJ.のす.FT.r,:疎 LANを公共業務用無線シ

シテムとして､またデジタル .デ ィバイ ドか目的 として導入する形態が普及 L

だ している(. 米国の場合に比 日本 と比較 し(､無敵 IJAiNの出力電力が大きいの

で無線漉他局の設配数が少なくて済むニト 腎察 ･消防 ･保守業務など複数UIJ

公共業務が棚乗 りして利用 しているので､ 】ユー-ザあた りu)肇--入コス ト･維持

管理コス トは挿めて低 く抑*ることができるくi加えて､ブロー-ドバン ドに求め

ているのはむ しろ常時接続であ り､借域は数 100kbps程度もあれはよしとし､

数 Mbps以上を必須条件 とは しないよ うであるOすなわち､地線む利用するブ

ロー ドバン ドネ ッ トワークに対す る柴衷水準は､無線 システムの'itノJfH応の も

のであ り､それに上fiILt,の条件が加わ り､電気通信 部業者 (携帯馬話サ･-ビス)

を利絹す る場合に比較 して､同線度以下のサ-1:･･:'ス料金にすることも可能 とな

I-,ているO

従って､米国における無線 システムを日本で普及 させようとする際には､無

線に関わる接制度､市 8カウンテ ィ主導の督療 8消防等の義務 書組織やブロー
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ドバ ン ドに求めるもの､利用 j'1'I,1ケ-ションな!_:(/)違いを十分に検討する必

噂があるo無線システムとして何1t-,採用するかば､諸条件 名′検討 した 上で､そ

れ を実現す るためにldも適す るシ:J<:･}:-ムは何か とい う観点か ら結果虻に選択

され るべきも:･')■-ぐあるo

4.導入推進に向けた投棄

条件不利地域におけるブロー ドバ ン ドの導入を推進するためには､誰が (実

施i体)､いつ (実施時期)､どのように窄Jlう ';運営方法など)かが決'jiT的に.IR亘

要であ り､その鍵は､藤続 して常連が成 り:1:..I:ち､かつ良好な運用が維持 される

ことであるO そのためには､公的資金を投^するとしても､ブロー--ドバン ド導

入にお.･1る成功 と(こ圭どうい うものなU)か､何が達成されて､′､か状態を成功 と定

義するのかについて､自治体､市民が共有する必壁があろうL,

自治拝が自前で､Ejイヤ レスブート-トバン ドを構築 しi':ところ､まもなく､

(D電気通信事業者が光ファイバの､リー ビスを湖始 した

(:j)もっと高速で安価な撫線 システムが導入され出 した

(i-i)構熟 コス トが他tl.)地区より故は･i=･::lくついたことがわか,)氏

(I::D期待 したほど.ぺ/1/--プ ､ニ′トが.(.!jない､動作が安定 しない､故障が多溌する

とい うのでは浮かばれない｡

以下では､目指祢IF野末施主体 !:して､Tjイヤ レス71･.コ･･ドバン ドを導入す る

場合,J)ポイン トとして､先行事例CJ)紬底検証､新技術の活用 と標準パター--ンの

開発についてと'･;裾 ず､導入にあたっての具J:I;転.:'1'Jな方策に･′'.)いて一例を述べる｡

4. 1 先行事例の徹底検証

先行事例については､ニュー-ス リリー一･スや雑誌等で も報告がなされているが､

事業 としてみた場合の評価､利用者からみた利便性､■満足度などを含め､また

､!'1祝'J)意図を達 し得なかった負の1,Jf!:;分を含めて十分な検証を行い､今後､導入

lr･検討 している自治体の参考 とす る必蛍があるC 恵那市 (岩内町)の例のよう

に､実際にかかった費川､公的資金など軒ホ･･-ムペー ジや韓'#-番i･して公開 し

ている事例が;L:I.iてきているが､より･一一･一桐ul)情報､ノウハ ウの311--イ[を進める上で､

総務省のデジタル ･デ イバイ ド解消41T.当部属または関連川体に1-る先進事例の

格築､維持管理には十Jる情報共桶川 Wct)サイ トの設置を群奏 したい｡

4.2 新技術に対する目利 き

努力 して投資 したもU)が結果 としてムダ (他の方式 と比較 して:ll.'11高､低椎能､

低調な利用等)とならないためにも､技術の動向を常に時間軸でとらえる必要

がある｡特に無線に関 しては､電波開放恥略に鼓/j(新 しい周波数帯の確保や､

wiNAXや第 3.5/4世代携僻鴇話をは じめとして､デ ジタル .ディバイ ド軒解消

す る有力な手段になりうる新技術の動向を見据 えることが肝要であるo

無線を利用する以上､周波数､IJj力屯力､通信]J-式等によって利用上の制約

にな りかねない事項 も多い｡例えば､利用する電波が r無免許 三U)場合､いつ､
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誰かが運用を開始 し､'&':ILJL./lj酎耳目こ支障をきたすことも想定される｡.-1丁能な

限 り､免許あるいは登録を必-LaJ:セリ～:)).I.:.1波数幣､無線システムを利用 し.たいo

もうひとつの制約は､光77イバ方式 L･比較 して､粁域単価 (スループ ッ ト

(hp.i)/月額利用料 (円)Jtや ピッ いi用i.:(情報伝送赴(b]-I.)/月額利用料 (円))で

は歴然 fL/L.lI一差が存在することであるe 従って､利川 Fl的 ･利用形態を想定 し

た上で､導入.:;ス トと運用コス トを合dbて羅済比瞭J:1′守JJJ必蟹があ/I)O

4. :i 標畔パターンの開発

前 豊頃 と関連するが､地域事情によるとしても､自治体それぞれが先行事例

の徹底検証か ら無線 システムの選定や事業運営方式に至るまで､ゼ ロベ-スで

検討するのではな(､先行事例の経験をおまえて額準的なパターンを開発する

ごくl:が望ましいOそ うすることにしヒL')､軍人･11ストの低減ばか iJlではなく､事

業祉常や無益 システムの維持管理に関わるノ.:)ハウ(7)番手117t･共有にも役に立つ｡

FrHf･'.t体の公的ネ ッ トワーク (県情報ハ･イ卓.T.ィ､地域公共ネッ トワ一･Pなど)

沿活用､事業運営方式 若由給体が運営､卸電気通信溌務 として民間事業者に運

営委託等)､無線 システム ･利用γプリケ-シ‥･Jンの選択等について標準化を

速め､ここから選択できる形まで整備磯境を整 えることにより､円滑に導Åを

進めることができるC

4. 4 具体的な方策

ブ ロー ドバン ド導入維jiL_‥el.1向けて､具体的な方策を 5点､提案 したい｡

革 製は､電気通信事業者の行 うプロ- ドバン ドサービスによる整備を大前擾

とし､I.i,:鳥i削言事業者が実施す る予定G.)ない111汀i∴′)いて､公的貯金を導入 し

て整備 をするとい うことであるO 理由は､r餅 (履き絃餅屋 ｣ として専門とす

ら:-li:業 苦が担 うことにより､将来にわたって､祥済的か-I:)確実な運用が確保で

きる可龍鮭が11-.i1,､からである｡ 誰が地域のtr')描化iL'.-)いて:i:.体的に計画 し､誰

が設備を構築 し､誰が設備を保守:1g:.+I:用すれば､叔竜,信頼t拍).･:.iJLいプロ･-ドバン

ドネッ :I.!]--JJを経済的に提供できるU)かL,臥tl.恥輔稚ハイ ウェイや地域公共

ネッ トワ-ク!?･･盛 り巡らしている!自治体の場合､ト建.-)か くあるのだから使わ

なければ捌rさ｣ とい うことで行政ネ ッ ト'j･-}/阜･安易に拡大する方法は必ず し

も最適な選択肢 と揺限らないB

筑 2は､ブローードバン ドの尖弓ilH:iiLとし-てitLt光ファイバ方式 (FTTIn .TTR)

が主であ り､無線はあくまで従の位置づけとすべきである王､ 最大の理由は､イ

ンターネ ッ トアクセス､馬子メールにとどまらず､TP鴇二誠や映像の送受信､あ

るいは監視JJメラなどの映像アプリケーションを利用すると､必背帯域は増大

するので､吋能な限 り光ファイバ方式を採用 したい｡rTl鮮幹線に光ファイバ方

式を用い､その先t,/)アクセス回線に無線システムを活用す るとい う(i)が標準パ

ターンとなろう,, 人里離れた場所や離島などで極端に世桁数が少ない場合には､

1加入者あた りU)光ファイバの敷設コス トが極めて高くなるU:Jで､今後打ち上

げが予定されている避砧速インターネ ッ ト衛E!-_(暫定的には既存の商用衛星イ

ンタ-･ネ ットサー ビスを含む)の利用も選択肢のけと-〕となる｡ (*7)
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第 3は､無,# システムI･l･Fl.31V､E.I)先打事例 の多 くは加入率が低調で試行利用や

実証試験J-)設階に Ll:どま-)ているが､なぜ本格華人に至 らないのか､なぜ利Jll

者 に とって魅力に曳けるのか､原点に塵ち返 り利用者の立場をこ立って徹底的をこ

先行事例の検Ej.F_を･:'Tうことであir)(,今後､L7tJが幣^を支援す る場合;Tは､試行

導入や検証を:rj的 とするのではなく､常に本導入 として桂岡づ十 ⊂実施すべき

であろ う｡2007年度に打ち 1._げが l',走 さましている麟高速インターネ ッ ト軸足に

お いで も､実証就験 を経てか ら商用利潤 を行 う予定 のよ うであるが､デ ジタ

ル ･デ ィバイ ド解消の観点か らItf'.来るだけ早 く繭Jij利川 手･開始 L.fるか､あるい

は実証試験そのものに利用者 が参加 し..藻質的に繭済利潤を早めることが必要

ではふ七二二i:いか,.

節 4は､二7-I-･バ･･1))I,.'5.i:企q)適用範郎守)払 ･̂であるC現状､地理的条件不利

地域等 を救済す る El的 で導入 さ新たユニバ-サJL･基金はf･rL,1IんどfF;･捕 Ltれ て

お らず ､--)llでi,LV,'人心t-1!.uJ強いゾtト ドバン ドは対象外 となっているO ブローー

ドバン ド時代にお りる==:I-バ･-サルサ一一･ビス制l:gu)fl:りJJE:I-･･･)いては､｢総務

省通信 .放送の在 り力に′)いてUl)憩.:_･'k会 j (*tl)で見虻 Lが指摘 iii-れているが､

これ を･一歩進めユニバー-サルサー ビスに無線 システムによるブ L.- ･ドバン ド

サー ビスを含 めることである愈携帯電話番兼者 が無線鉄塔 を活用 してブロー ド

バン ドサー ビスを提供する場合 も対魚 J∵trることを鮎寅 したいC.

最後は､携帯電話挙業者 宅基地腐)碍活用であるD携帯電話事業者が療有す

る基地燭に蔓ま光 ファイバ回線が引かれてお り､携帯電話基地局の鉄塔 に無線

∫.A_T;や ド'4'.I..･173.基地局を設P_できれば､短時日洞でかつ経祈:l'抱にブ ロー ドバン ドネ

ッ トワ-クを構築す ることができる¢ また.､携帯電話の基地局は､電渡設備が

充実 してお り､隣接す る携帯電話基地層相互間はほとん どが風通 し範囲内 とな

っているCそのため､例えば wiMAXの無線.蛙地)..13-:+:I_∴に併設すれば､ひ とつ

の農地局で広いサー-･ビスIr-リアをカバーで き投資 :･..ス トが少な くて沸む と同

時に､光ファイバ方式 と無線方式を中継回線に持-:)きわめ.(lEi赦す1_の(.A.･iいブ ..7

- ドバ ン ドネ ッ トワ-ク串･拝折帆に構築できる吋批Mがあil.r).ユこれを日給体が

個別にイン トラネ ッ トとして構築す るのではな く､ユニバ-サル此査甘U)支援

を うけて携借芯詣 L!lf空音等が提供す るネ ッ トワ- クサ一･･-ビスと して出帆す る

ことによ り､携鞘電話の/:)ながるところ､携帯電話U)鉄塔が見える堤所な ら全

国 どこでで もワイヤ レスゾ1- -トバ ン ドが利用できる環境 も夢ではない.

5.まとめ

無線 システムを用いたワイヤ レスブロー-ドバン ドは､総務省が施策 とし▲て蝦

関 してきた地域イ ン :､ラネ ッ ト基盤施設整備事業や､都道府県が導入推進 して

きた情報ハイ ウェイ を地理的に拡大する有力なlJ:･段であ り､こU)延 長上で地理

的条件不利地域をもカバーす ることによりデ ジタル ･デ ィバイ ド対策 として有

効に活用できる可能性がある8

本報倍では､無線 システムを利用 したプロ･1-ドバ ン ドサL一･-ビ二八の帝人につい

て､無線 システムの技術的な側面 とこれを導入推進す る園､自治体の施策につ
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いてい くつかの具体的な軽案を述べたが､その u的は､ぎい--)でも､LJ.:I:I-で i:,､

誰 で も iTの恩恵を実感できる社会の実現j である_ゾ F･-一･ドバン ドとい う進

髄 軽僻に金岡あまねく､全 世借で利用可桂であるにT.lJl!J.IL1:はないが､これ

を実現す 吾:::T.･段のひ とつであって 目的ではない｡ 従って､IjH- ドバン ドを有

効に.使 ってこそのものであ り､電子政府 ･電子･自治体 と称 され るアプ リケ-シ

･Jンや､地域事柄に即 した利用開拓 を同時に進めることが欠かせない､光ファ

イバ方式に比較 して､無線 システムや術槌過信によるワイヤ レスブr-,一一ドバン

ドにおいては､耕域や利用するアプ リケレションにおいてハンディキャップを

持つ場合 も多い,そのため､このギャップを埋めるための技術開発や利用技術

をj招拓 とあわせ､導入促進策 としてバ ウチャーのよ うな形で補完す る施策が必蟹

ではなかろ うか｡
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